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(57)【要約】
【課題】電力を高効率で使用し、正確かつ即時に被監視
者に関する生体情報と状態を能動的に提供する、非侵襲
性生命兆候監視装置の提供。
【解決手段】非侵襲性生命兆候監視装置は、付着要素を
介して第一使用者に付着された検出デバイスと、検出デ
バイスからの信号及びメッセージを無線受信するため、
第二使用者により保持される受信デバイスを含む。前記
検出デバイスは、第一使用者から生体信号を収集するた
めの検出ユニットと、前記付着要素上に取り付けられ、
前記付着要素との接続関係に対応する結合状態及び解放
状態を備えた検知機構と、前記検出デバイスの動作を制
御し、かつ収集された生体信号があらかじめ設定された
生理条件に適合しないとき警告メッセージを発する制御
ユニットを含み、そのうち前記制御ユニットは、前記検
知機構が解放状態下にあるとき解放状態の通知を発し、
且つ前記検知機構の状態に基づき、前記制御ユニットが
前記検出デバイスを異なる動作モードに入らせる。さら
に、前記警告メッセージを受信すると、前記受信デバイ
スが前記第二使用者に対し収集された生体信号とあらか
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非侵襲性生命兆候監視装置であって、付着要素を介して第一使用者に付着された検出デ
バイスと、前記検出デバイスからの信号及びメッセージを無線受信するため、第二使用者
により保持される受信デバイスを含み、
　前記検出デバイスが、
　　第一使用者から生体信号を収集するための検出ユニットと、
　　前記付着要素上に取り付けられ、前記付着要素との接続関係に対応する結合状態及び
解放状態を備えた検知機構と、
　　検出デバイスの動作を制御するための制御ユニットを含み、そのうち、前記制御ユニ
ットは収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合しないとき警告メッセ
ージを発し、前記制御ユニットは前記検知機構が解放状態下にあるとき解放状態の通知を
発し、且つ前記検知機構の状態に基づき前記制御ユニットが前記検出デバイスを異なる動
作モードに入らせ、
　前記受信デバイスが、
　　前記警告メッセージを受信すると、前記受信デバイスが前記第二使用者に対し収集さ
れた生体信号とあらかじめ設定された生理条件間の不適合を示すための警告通知を送信し
、且つ、
　　前記解放状態の通知を受信すると、前記受信デバイスが前記第二使用者に対し解放通
知を送信する、
ことを特徴とする、非侵襲性生命兆候監視装置
【請求項２】
　前記付着要素が、巻き付けベルト、粘着パッチ、または吊り下げベルトとして実施され
ることを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項３】
　好ましくは、前記生体信号が心拍信号及び（または）パルス信号であることを特徴とす
る、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項４】
　前記検出ユニットは発光素子及び受光素子を備えた光学検出ユニットであり、目つ前記
発光素子及び前記受光素子の数量は共に変更可能であり、そのうち前記光学検出ユニット
は、前記第一使用者の指、耳、または額に、挟着、包囲または粘着によって付着されるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項５】
　さらに、前記第一使用者から別の種類の生体信号を収集するため、前記第一使用者に付
着されたピエゾ式検出素子を含むことを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候
監視装置。
【請求項６】
　前記ピエゾ式検出素子が皮膚表面の振動及び（または）皮膚の伸縮によって生成される
信号の検出に用いられ、且つ前記ピエゾ式検出素子は、粘着、包囲または束縛により前記
第一使用者の胸部または頚部に付着されることを特徴とする、請求項５に記載の非侵襲性
生命兆候監視装置。
【請求項７】
　さらに、前記第一使用者から別の種類の生体信号を収集するため、前記第一使用者に付
着された非侵襲性生理用電極を含むことを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆
候監視装置。
【請求項８】
　さらに移動検知素子を含むことを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視
装置。
【請求項９】
　前記移動検知素子は前記検出デバイス内部に配置され、且つ前記移動検知素子により収
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集された信号がその他信号の判断基準として使用されることを特徴とする、請求項８に記
載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１０】
　さらに前記第一使用者による、または前記第一使用者周辺の環境による音声の出力を前
記第二使用者に提供するための音声検知素子を含むことを特徴とする、請求項１に記載の
非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１１】
　さらに体温情報及び（または）環境温度情報を提供するための温度検知素子を含むこと
を特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１２】
　前記検知機構の前記結合状態が、前記制御ユニットを作動させて結合状態の通知を送信
させ、前記前記検知機構は前記付着要素と前記検出デバイスの間、及び（または）前記付
着要素と前記第一使用者の間に配置されることを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性
生命兆候監視装置。
【請求項１３】
　前記検出デバイスがさらに、前記第一使用者が救難メッセージを発するためのボタンを
含み、前記受信デバイスが、前記救難メッセージを受信した後に救難通知を送信し、かつ
同時に救急システムに救助要請メッセージを送信することを特徴とする、請求項１に記載
の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１４】
　前記受信デバイスがさらに表示要素と操作インターフェースを含み、前記第二使用者が
前記操作インターフェースを用い、前記検出デバイスに前記第一使用者の特定の生体信号
を送信するよう要求する要請メッセージを送信することができることを特徴とする、請求
項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１５】
　前記受信デバイスにより送信される通知は、音声、照明、画像及び（または）振動とし
て実施することを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１６】
　前記検出デバイスにより送信される前記信号及びメッセージが、複数の受信デバイスに
より受信されることを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１７】
　前記受信デバイスが複数の検出デバイスから信号及びメッセージを受信することを特徴
とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１８】
　非侵襲性生命兆候監視装置であって、第一使用者から生体信号を収集するため、付着要
素を介して第一使用者に付着された検出デバイスと、第二使用者により保持される受信デ
バイスを含み、
　前記検出デバイスが付着要素上に取り付けられ、前記付着要素との接続関係に対応する
結合状態及び解放状態を備えた検知機構を含み、そのうち、前記検知機構の状態に基づい
て前記検出デバイスが異なる動作モードに入るよう変化され、
　前記受信デバイスが、前記検出デバイスに特定の生体信号を送信するよう要求する要請
メッセージを送信するため、前記第二使用者に用いられる操作インターフェースを含むこ
とを特徴とする、非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１９】
　前記異なる動作モードが異なる電源供給状態を有することを特徴とする、請求項１８に
記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項２０】
　前記検知機構の前記解放状態が前記検出デバイスを作動させて解放状態の通知を送信さ
せ、そして前記受信デバイスが前記解放状態の通知を受信した後に解放通知を送信し、且
つ、前記検知機構の前記結合状態が前記検出デバイスを作動させて結合状態の通知を送信
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させることを特徴とする、請求項１８に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項２１】
　前記検出デバイスは、収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合しな
いとき警告メッセージを送信し、前記受信デバイスは前記警告メッセージを受信して、警
告通知を送信することを特徴とする、請求項１８に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項２２】
　非侵襲性生体信号監視方法であって、
　ａ）付着要素及び受信デバイスを備えた検出デバイスを提供する、
　ｂ）結合状態及び解放状態を備え、前記検出デバイス上に設けられた検知機構を提供す
る、
　ｃ）前記付着要素により前記検出デバイスを使用者に付着する、
　ｄ）生体信号を収集する、
　ｅ）前記検知機構の状態を監視する、
　ｆ）前記検出デバイスが前記解放状態を検知すると、解放状態の通知を前記受信デバイ
スに送信する、
　ｇ）前記受信デバイスが前記解放状態の通知を受信すると、解放状態を示すため解放通
知を送信する、
　というステップを含むことを特徴とする、非侵襲性生体信号監視方法。
【請求項２３】
　前記検知機構が、前記付着要素と前記検出デバイス及び（または）
前記付着要素と前記使用者の間に配置されたことを特徴とする、請求項２２に記載の非侵
襲性生体信号監視方法。
【請求項２４】
　さらに、
　ｈ）結合状態が検出されると、前記検出デバイスにより前記受信デバイスに結合状態の
通知を送信する、そして
　ｉ）前記結合状態の通知を受信した後、前記受信デバイスにより結合通知を送信する、
というステップを含むことを特徴とする、請求項２２に記載の非侵襲性生体信号監視方法
。
【請求項２５】
　非侵襲性生体信号監視方法であって、
　ａ）付着要素及び受信デバイスを備えた検出デバイスを提供する、
　ｂ）前記受信デバイス上に操作インターフェースを提供する、
　ｃ）前記付着要素により前記検出デバイスを使用者に付着する、
　ｄ）生体信号を収集する、
　ｅ）前記検出デバイスに特定の生体信号を送信するよう要求するため、前記操作インタ
ーフェースを介して要請メッセージを送信する、
　ｆ）前記検出デバイスが前記要請メッセージを受信した後、要求された生体信号を前記
受信デバイスに送信する、
というステップを含むことを特徴とする、非侵襲性生体信号監視方法。
【請求項２６】
　前記生体信号が、心拍／パルス信号、音声信号、温度信号、移動信号を含むグループの
少なくとも１つであることを特徴とする、請求項２５に記載の非侵襲性生体信号監視方法
。
【請求項２７】
　非侵襲性生命兆候監視システムであって、少なくとも１つの非侵襲性生命兆候監視装置
と、少なくとも１つの管理コンソールを含み、
　前記非侵襲性生命兆候監視装置が、付着要素を介して使用者に付着された検出デバイス
と、前記検出デバイスからの前記生体信号及びメッセージを無線受信するための受信デバ
イスを含み、
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　　前記検出デバイスが第一使用者から生体信号を収集するための検出ユニットと、
　　前記付着要素上に取り付けられ、前記付着要素との接続関係に対応する結合状態及び
解放状態を備えた検知機構と、
　　前記検出デバイスの動作を制御するための制御ユニットを含み、そのうち、前記制御
ユニットは収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合しないとき警告メ
ッセージを発し、前記制御ユニットは前記検知機構が解放状態下にあるとき解放状態の通
知を発し、且つ前記検知機構の状態に基づいて前記制御ユニットが前記検出デバイスを異
なる動作モードに入らせ、
　前記受信デバイスが前記警告メッセージを受信すると、収集された信号とあらかじめ設
定された生理条件間の不適合を示す警告通知を前記管理コンソールに送信し、且つ、前記
受信デバイスが解放状態の通知を受信すると、検出デバイスの付着状況を示すため前記管
理コンソールに解放通知を送信することを特徴とする、非侵襲性生命兆候監視システム。
【請求項２８】
　前記生命兆候監視装置が、有線または無線ネットワークシステムであるネットワークシ
ステムを介して前記管理コンソールに接続されることを特徴とする、請求項２７に記載の
非侵襲性生命兆候監視システム。
【請求項２９】
　前記管理コンソールが、前記検出デバイスからの生体信号を要求するための要請メッセ
ージを送信することを特徴とする、請求項２７に記載の非侵襲性生命兆候監視システム。
【請求項３０】
　前記要請メッセージが前記受信デバイスに、そして前記検出デバイスに送信され、且つ
前記検出デバイスは前記要請メッセージを受信した後、前記生体信号を返すことを特徴と
する、請求項２９に記載の非侵襲性生命兆候監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生命兆候監視方法、装置及びシステムに関し、特に、即時警告を正確に提供す
る非侵襲性生命兆候監視方法、装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病院や家庭での介護の需要は、現代社会において高齢化問題が重大な課題になって以来
徐々に増加している。しかしながら介護は、特に長期的または終日の介護で、人的サポー
トや財源が必要であり、この問題を解決するため多くの考案が開示されている。
【０００３】
　それら解決策の中でも、人々の暮らしにすでに深く影響を与えている電子設備が上述の
ような問題の解決のため医療分野で導入されており、人の付き添いに代わって監視装置や
通信技術が採用され、それにより一人で複数の患者の介護を行うという目標も容易に達成
することができる。
【０００４】
　従来、監視は患者の音声や画像を別の場所にいる介護者に例えばマイクロフォンやカメ
ラを使って伝送することに焦点が置かれている。最もよく見受けられる応用が乳児の世話
である。親またはベビーシッターは乳児のそばに付き添っている必要がなく、例えば別の
部屋でスピーカや画面などの受信装置を使って仕事をすることができ、受信装置に異常が
示されたときのみ十分な注意を向ければよい。
【０００５】
　別の応用が成人の世話である。例えば、病室には看護部に緊急状況を通知するための救
急ボタンが常設されており、通知を受けて医療関係者が即時に対応することができる。
【０００６】
　上述の通り、上記のような応用は受動的な通知に基づいている。すなわち、例えば乳児
が泣くことなく窒息したような場合、この死亡につながる状況に世話をする人が気付きに
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くい。または患者が病室に一人でいるとき、場合によっては救助を呼ぶための救急ボタン
を押すことができないことがある。このため、改良が必要である。
【０００７】
　問題を解決するため、生理的パラメータの監視が被験者の身体的状況を知るための主要
な方法となっている。一般に生理的パラメータの監視はたくさんのセンサーを被監視者に
付着させて生理的パラメータを収集し、それらをリモートの受信装置に送信して生理的パ
ラメータに異常が発生したとき、監視要員が適切に動作するよう構成されている。さらに
、監視要員に異常状況を通知するため警告システムを含む場合もある。
【０００８】
　しかしながら、この種の装置の欠点は複雑なセンサーの配置であり、これは使用者にと
って明らかに負担となり、使用者が自分で容易に完了することができない場合さえある。
また、警告システムは常に選択された生理的パラメータが正常範囲を超えたときのみ作動
されるように設定されているため、これは監視要員にとってやはり受動的な通知であるが
、逆にリアルタイムの送信は大きな電力量を消費する必要があり、これはほとんどの応用
において、特に電池で作動する装置にとって、望ましくない。このため、両方の観点から
困難である。加えて、センサーが人体から偶発的に外れてしまった場合も警告システムが
作動し、この状況においても生理的パラメータが異常を示すため、監視要員にとって使用
者に発生した真の危険と区別することが難しい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述に鑑みて、本発明の主な目的は、電力を高効率で使用し、正確かつ即時に被監視者
に関する生体情報と状態を能動的に提供する、非侵襲性生命兆候監視装置を提供すること
にある。
【００１０】
　本発明の別の目的は、センサーの脱落を検出し、不正確な警告を減少することができる
検知機構を備えた非侵襲性生命兆候監視装置を提供することにある。
【００１１】
　本発明のさらに別の目的は、受信端の監視要員が能動的に検出端に必要な情報を送信す
るよう要求することができ、電力を無駄にすることなく使用者の真の生体状況を監視要員
が容易に知ることができる、非侵襲性生命兆候監視装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の非侵襲性生命兆候監視装置は、付着要素を介して第一使用者に付着された検出
デバイスと、検出デバイスからの信号及びメッセージを無線受信するため、第二使用者に
より保持される受信デバイスを含む。前記検出デバイスは、第一使用者から生体信号を収
集するための検出ユニットと、前記付着要素上に取り付けられ、該付着要素との接続関係
に対応する結合状態及び解放状態を備えた検知機構と、検出デバイスの動作を制御し、か
つ収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合しないとき警告メッセージ
を発する制御ユニットを含み、そのうち前記制御ユニットは、前記検知機構が解放状態下
にあるとき解放状態の通知を発し、且つ前記検知機構の状態に基づいて、前記制御ユニッ
トが前記検出デバイスを異なる動作モードに入らせ、さらに、前記警告メッセージを受信
すると、前記受信デバイスが前記第二使用者に対し収集された生体信号とあらかじめ設定
された生理条件間の不適合を示すための警告通知を送信し、かつ解放状態の通知を受信す
ると、前記受信デバイスが前記第二使用者に対し解放通知を送信する。
【００１３】
　好ましくは、前記生体信号は心拍信号及び（または）パルス信号とし、かつ前記検出ユ
ニットは発光素子及び受光素子を備えた光学検出ユニットとし、そのうち前記発光素子と
前記受光素子の数量は共に変更可能であり、且つ前記光学検出ユニットは、前記第一使用
者の指、耳、または額に、挟着、包囲または粘着によって付着される。
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【００１４】
　さらに好ましくは、前記装置はさらに、前記第一使用者に付着され、別の種類の生体信
号を前記第一使用者から収集するためのピエゾ式検出素子を含むことができ、そのうち、
前記ピエゾ式検出素子は皮膚表面の振動及び（または）皮膚の伸縮によって生成される信
号の検出に用いられ、且つ前記ピエゾ式検出素子は、粘着、包囲または束縛により前記第
一使用者の胸部または頚部に付着される。
【００１５】
　さらに好ましくは、前記装置はさらに、前記第一使用者に付着され、前記第一使用者か
ら別の種類の生体信号を収集するための非侵襲性生理用電極を含むことができる。
【００１６】
　さらに好ましくは、前記装置はさらに、移動検知素子を含むことができ、そのうち前記
移動検知素子は前記検出デバイス内部に配置され、且つ前記移動検知素子により収集され
た信号はその他信号の判断基準として使用される。
【００１７】
　さらに好ましくは、前記装置はさらに、前記第一使用者による、または前記第一使用者
周辺の環境による音声の出力を前記第二使用者に提供するための音声検知素子を含むこと
ができる。
【００１８】
　さらに好ましくは、前記装置はさらに、体温情報及び（または）環境温度情報を提供す
るための温度検知素子を含むことができる。
【００１９】
　また、前記検知機構の前記結合状態は、前記制御ユニットを作動させて結合状態の通知
を送信させることができ、且つ前記検知機構は前記付着要素と前記検出デバイスの間、及
び（または）前記付着要素と前記第一使用者の間に配置される。
【００２０】
　加えて、検出デバイスはさらに救難メッセージを発するため第一使用者により使用され
るボタンを含むことができ、そして前記受信デバイスは、救難メッセージを受信した後、
救難通知を送信し、かつ同時に救急システムに救助要請メッセージを送信する。
【００２１】
　好ましくは、前記受信デバイスにより送信される通知は音声、照明、画像及び（または
）振動として実施する。
【００２２】
　さらに好ましくは、前記検出デバイスにより送信される信号とメッセージは、複数の受
信デバイスにより受信され、及び（または）単一の前記受信デバイスは複数の検出デバイ
スからの信号とメッセージを受信することができる。
【００２３】
　本発明の別の態様により、非侵襲性生命兆候監視装置が提供される。前記装置は、第一
使用者から生体信号を収集するため付着要素を介して第一使用者に付着された検出デバイ
スを含み、該検出デバイスは前記付着要素上に取り付けられ、該付着要素との接続関係に
対応する結合状態及び解放状態を備えた検知機構を含み、そのうち前記検知機構の状態に
基づき、前記検出デバイスが異なる動作モードに入るよう変化され、さらに第二使用者に
より保持され、前記検出デバイスに特定の生体信号を送信するよう要求する要請メッセー
ジを送信するため前記第二使用者によって用いられる操作インターフェースを含む受信デ
バイスを含む。
【００２４】
　好ましくは、異なる動作モードが異なる電源供給状態を有する。
【００２５】
　本発明のさらに別の態様により、生体信号監視のための非侵襲性の方法は、ａ）付着要
素及び受信デバイスを備えた検出デバイスを提供する、ｂ）結合状態及び解放状態を備え
、前記検出デバイス上に設けられた検知機構を提供する、ｃ）前記付着要素により前記検



(8) JP 2009-537288 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

出デバイスを使用者に付着する、ｄ）生体信号を収集する、ｅ）前記検知機構の状態を監
視する、ｆ）前記検出デバイスが前記解放状態を検知すると、解放状態の通知を前記受信
デバイスに送信する、そしてｇ）前記受信デバイスが前記解放状態の通知を受信すると、
解放状態を示すため解放通知を送信する、というステップを含む。
【００２６】
　さらに好ましくは、前記方法がさらに、ｈ）結合状態が検出されると、前記検出デバイ
スにより前記受信デバイスに結合状態の通知を送信する、及びｉ）前記結合状態の通知を
受信した後、前記受信デバイスにより結合通知を送信する、というステップを含む。
【００２７】
　本発明のさらに別の態様により、生体信号監視のための非侵襲性の方法は、ａ）付着要
素及び受信デバイスを備えた検出デバイスを提供する、ｂ）前記受信デバイス上に操作イ
ンターフェースを提供する、ｃ）前記付着要素により前記検出デバイスを使用者に付着す
る、ｄ）生体信号を収集する、ｅ）前記検出デバイスに特定の生体信号を送信するよう要
求するため、前記操作インターフェースを介して要請メッセージを送信する、及びｆ）前
記検出デバイスが前記要請メッセージを受信した後、要求された生体信号を前記受信デバ
イスに送信する、というステップを含む。
【００２８】
　本発明のさらに別の態様により、非侵襲性生命兆候監視システムは、少なくとも１つの
非侵襲性生命兆候監視装置と、少なくとも１つの管理コンソールを含む。前記監視装置は
、付着要素を介して使用者に付着され、第一使用者から生体信号を収集するための検出ユ
ニットを備えた検出デバイスと、付着要素上に取り付けられ、該付着要素との接続関係に
対応する結合状態及び解放状態を備えた検知機構と、検出デバイスの動作を制御し、かつ
収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合しないとき警告メッセージを
発する制御ユニットと、前記検出デバイスからの前記生体信号及びメッセージを無線受信
するための受信デバイスを含み、そのうち前記制御ユニットは、前記検知機構が解放状態
下にあるとき解放状態の通知を発し、前記制御ユニットが前記検知機構の状態に基づいて
前記検出デバイスを異なる動作モードに入らせ、前記警告メッセージを受信すると、前記
受信デバイスが収集された信号とあらかじめ設定された生理条件間の不適合を示す警告通
知を前記管理コンソールに送信し、かつ、前記解放状態の通知を受信すると、前記受信デ
バイスが前記検出デバイスの付着状況を示す解放通知を前記管理コンソールに送信する。
【００２９】
　好ましくは、前記生命兆候監視装置はは有線または無線ネットワークシステムであるネ
ットワークシステムを介して前記管理コンソールに接続される。
【００３０】
　さらに好ましくは、前記管理コンソールは前記検出デバイスからの生体信号を要求する
要請メッセージを送信することができ、前記要請メッセージは前記受信デバイスに、そし
て前記検出デバイスに送信され、前記検出デバイスは前記要請メッセージを受信した後、
前記生体信号を返す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、例として挙げる本発明の最良の実施例と図面に基づき、本発明についてより詳細
に説明し、更なる理解を促す。
【００３２】
　本発明は非侵襲的かつ即時に生命兆候を監視するための装置であって、異常な生命兆候
の発生を通知する警告通知だけでなく、検出デバイスの脱落を表す通知をも提供し、警告
通知の正確性を確認することができる装置を提供する。また、受信デバイスを通して監視
要員が能動的に検出デバイスに関連の情報を送信するよう要求することができ、完全かつ
有効な双方向通信を達成することができる。
【００３３】
　図１の本発明に基づく非侵襲性生命兆候監視装置の概略図を示す。この図に示すように
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、前記非侵襲性生命兆候監視装置１００は、使用者に付着される検出デバイス１０８と、
監視要員により監視される受信デバイス１０２の２つの主要な部材を含み、前記検出デバ
イス１０８は付着要素１１０を介して前記使用者に付着される。前記検出デバイス１０８
は、少なくとも１つの生体信号検出素子１１６～１２８、検知機構１１４、制御ユニット
１１２を含み、前記受信デバイス１０２は表示要素１０４と操作インターフェース１０６
を含む。
【００３４】
　本発明の目的に基づき、前記検出デバイスと前記受信デバイスは前記使用者及び該使用
者のそばに付き添っていない前記監視要員上にそれぞれ配置され、それらの間での通信は
無線で実施される必要がある。
【００３５】
　さらに、前記検出デバイスは前記付着要素を介して前記使用者に付着され、この付着の
達成と前記使用者の負担減少のため、前記検出デバイスは小型で軽量になるよう実施され
る。異なる付着位置に基づき、前記付着要素は、異なる種類の実施が可能であり、例えば
、ベルト（図２Ａ）、パッチ（図２Ｂ）、または吊り下げバンド（図２Ｃ）とすることが
できる。但し、種類はこれらに限られず、前記使用者の負担を増加しないことを主な原則
とする。
【００３６】
　前記検出要素が前記使用者から生体信号を収集するために用いられる。本発明において
、前記生体信号は心拍とすることができ、これは生体において最も代表的であり、且つ最
も容易に取得することができる生体信号であるためである。
【００３７】
　監視に用いる生体信号として心拍を選択する理由は次のとおりである。一般に、どのよ
うな身体的状況が発生するかを問わず、心拍は直接影響を受ける。さらに、心拍は容易に
取得できる生体信号であり、つまり前記使用者が心拍の検出要素を専門の訓練なく容易に
配置を完了することが可能であることを意味する。このほか、心拍の取得には血管の収縮
、心拍による心音、パルスによる皮膚振動等、多くの方法がある。且つ、前記心拍検出要
素の配置にはほぼ制限がない。
【００３８】
　上述の説明のほか、心拍は身体や手足の動きなどの外部要素によって影響を受けにくい
安定した生体信号であるため、生命兆候の監視のための生体信号として心拍を採用するこ
とは有利である。
【００３９】
　また、心拍は人の生命の安定性を代表するのに最良の値であることが重要である。特に
、慢性病の高齢者、何らかの劇症の疾病の危険にある患者、あるいは話ができない乳児の
判定を行うとき、安定した状態下での健康状態の確認方法が非常に重要である。
【００４０】
　このため、心拍／パルス信号は実際に制限をあまり受けずに人体の生命兆候を正確に表
すことができる生体信号なのである。
【００４１】
　使用される前記検出要素については、多くの選択がある。
（１）光学検出ユニット
　光学検出ユニットは発光素子と受光素子の組み合わせである。心臓が拍動するとき、心
臓に接続する血管にはそれぞれ収縮があるため、血管を通過する放射された光の吸収の変
動は、血管の収縮頻度を表すことができ、心拍数を知ることができる。
（２）ピエゾ式検出素子
　ピエゾ式検出素子は心臓の拍動及び（または）血管収縮によって引き起こされる皮膚表
面での振動を検出し、振動の変化を電流変化に変換し、心拍／パルスの変化の算出に用い
ることができる。
（３）生理用電極
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　ＥＣＧ（心電計）電極を用いることができる。ここでは心拍／パルスの変化を知る必要
があるのみであるため、ＥＣＧ電極の配置位置はＥＣＧモニタリングほど重要ではなく、
使用者が配置する際にも困難はない。
【００４２】
　当然、心拍／パルス以外のその他生理的パラメータも監視及び（または）判断の補助に
用いることができ、それらを相互参照することを通してよりよい結果を取得することがで
きる。一つの選択肢が移動検知素子であり、使用者の移動情報を提供する。前記移動検知
素子は前記検出デバイス１０８内に位置する（図１においては１２８として表示されると
おり）ことができ、或いはその他検出要素に組み込む（図１においては１２６として表示
されるとおり）こともできる。また、使用者の位置を提供するためＧＰＳを利用すること
もできる。別の選択肢が温度検知素子１２４であり、体温または（及び）環境温度情報を
提供し、判断の補助に用いる。当然、これらは例示のみであり、制限ではない。
【００４３】
　図２Ａ～２Ｆに本発明に基づく非侵襲性生命兆候監視装置における前記検出デバイス及
び前記付着要素のさまざまな実施の種類を示す。そのうち、異なる生体信号の種類及び異
なる検出要素に基づき、同時に使用者の快適性、利便性及び動きやすさを考慮して、前記
検出デバイス及び前記付着要素の組み合わせは多くの選択が可能である。例えば、クリッ
プタイプの検出要素を備えた腕時計タイプの検出デバイス（図２Ｄ）、検出要素と検出デ
バイスが組み合わされたリングタイプ（図２Ｅ）、或いは耳クリップ検出要素を備え、耳
付近に設置されるパッチタイプの検出デバイス（図２Ｆ）などとして実施することができ
る。さらに、検出デバイスの配置位置が制限されない場合、付着要素は頭部、胸部、腕、
手首用のベルト（図２Ａ）、ほぼすべての皮膚表面用の粘着パッチ、及び吊り下げバンド
（図２Ｃ）など、一般的な種類として実施することができる。または、図２Ａと２Ｂの検
出要素をベルトまたはパッチに直接組み込んだり、或いは図２Ｂと２Ｃを組み合わせて別
の種類の実施としたりすることもできる。このため、これらの例はすべて例示としてのも
のであり、制限ではない。
【００４４】
　前記検出デバイス内の制御ユニットは、前記検出デバイスの動作を制御するために用い
られる。このため、本発明に基づく非侵襲性生命兆候監視装置により提供される上述の警
告機能は、前記制御ユニットによって制御される。警告メッセージ生成のプロセスを図３
に示す。まず、生体信号を収集した後、収集された信号があらかじめ設定された生理条件
と比較される。そして、収集された信号があらかじめ設定された条件に適合しない場合、
前記制御ユニットが即時に警告メッセージを前記受信デバイスに送信し、その警告メッセ
ージを受信した後、前記受信デバイスが監視要員に通知するための警告通知を発する。こ
こで、この通知は音声、照明、振動、画像などさまざまな種類で実施することができる。
【００４５】
　前記検出デバイスと前記受信デバイスは相互に無線通信を行うため、特に前記検出デバ
イスを携帯型として実施した場合において、電池の消費が重大な問題となる。このため、
それがリアルタイムワイヤレス伝送として実施される場合、軽量及び体積減少の原則と長
期間の電源供給とが対立する。例えば、装置を軽量且つ小型に維持するために、電池寿命
時間が２４時間以下になってしまったり、或いは十分な電力を提供するために体積と重量
を犠牲にすることは避けられない。従って、本発明は異なる操作要求に適応するため、異
なる電力消費条件の異なる操作モードを提供する。
【００４６】
　まず、信号収集において、前記制御ユニットは間欠的な収集を行うよう設計されており
、検出を行わない期間中、前記検出デバイスはスリープモードなどの節電モードに入り、
電力消費が減少される。
【００４７】
　データ伝送に関して、本発明によれば、やはり異なるモードを備えており、例えば、一
般モードとイベント作動モードがあるが、これらに限らないものとする。
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【００４８】
　一般モードでは、収集された生体信号が前記受信デバイスに間欠的に送信される。この
とき、送信間隔もまた異なる選択ができ、例えば、測定の開始時の送信間隔はより集中的
な頻度とし、信号が安定するにつれて、送信間隔を延長することができる。生体信号の伝
送のほか、前記検出デバイスと前記受信デバイス間では、相互間の無線通信を確認するた
め、接続確認メッセージの伝送が常に行割れている必要がある。従って、前記生体信号は
接続確認メッセージと共に伝送することができ、例えば、接続確認メッセージの伝送の毎
回、２回毎、３回毎などとすることができる。ただし、生体信号があらかじめ設定された
条件に適合しないことが発見された場合、前記検出デバイスが生体信号の伝送処理を行っ
ているか否かを問わず、前記検出デバイスは即時に警告メッセージを発して前記受信デバ
イスに送信することに注意する。
【００４９】
　イベント作動モードでも、前記検出デバイスが前記検出要素を介して生体信号を間欠的
に収集する。しかし、このモードで異なるのは、生体信号が定期的に送信されない点であ
る。つまり、検出された生体情報は検出端で保持され、受信端には伝送されない。ただし
、生体情報の異常が発生した場合、前記検出デバイスが即時に作動して警告メッセージを
送信し、警告通知が発せられる。このため、このモードでは、前記検出デバイスが警告メ
ッセージと接続確認メッセージのみを送信するため、電力消費が最低レベルに減少される
。ここで、警告及び救助機能はやはり維持されることが重要である。
【００５０】
　先行技術においては常に、収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合
しないとき、警告メッセージが前記検出デバイスにより送信される、或いは前記検出デバ
イスそのものが警告通知を発する。しかしながら、前記検出デバイスの脱落は考慮されて
いない。問題は、特に、前記使用者が眠っている、または意識を失っているとき、前記検
出デバイスが使用者の身体から脱落することがあり、このとき、収集された生体信号は現
在の生理条件に適合せず、必ず検出デバイスにより警告メッセージが発せられる。しかし
、残念なことに、介護者や医療関係者などの監視要員は、真の異常と誤警告間の違いを区
別することができないため、監視要員は安全を考慮して監視されている人物に即時に駆け
つけるに違いない。このため、このような状況では人力が無駄になる。このほか、警告が
直接救急医療サービスシステムに接続されている場合、より大きな人力の無駄を招いてし
まう。
【００５１】
　このため、即時性と節電機能のほか、情報の正確性も生命兆候のモニタリングでは重要
な役割を果たす。従って、本発明は誤警告を防止する設計を提示しており、それを達成す
るため、前記検出デバイスはさらに図１に示すように検知機構１１４を含む。前記検出デ
バイスは前記付着要素を介して使用者に付着されるため、脱落は前記付着要素が使用者か
ら離れているか、及び（または）前記検出デバイスが前記付着要素から離れているかによ
って決定される。このため、前記検知機構１１４は前記付着要素１１０上に取り付けられ
、前記付着要素と前記検出デバイスの間、及び（または）前記付着要素と前記使用者の間
に配置される。
【００５２】
　図４Ａ～４Ｅに前記検知機構１１４の可能な実施例を示す。異なる付着要素に基づき、
前記検知機構１１４は異なるタイプで実施され、且つ異なる位置に配置される。例えば、
前記付着要素が粘着パッチである場合、図４Ａに示すように、前記検知機構１１４は前記
付着要素と使用者及び（または）前記付着要素と前記検出デバイスの間に配置して実施す
ることができ、前記付着要素が使用者から離れた、及び（または）前記検出デバイスが前
記付着要素から離脱した場合、前記検知機構１１４が離脱をすぐに検知し、即時に解放の
状況に対応することができる。この実施例において、好ましくは、前記検知機構１１４は
圧力検知機構として実施することができる。そして、図４Ｂに示すように、前記付着要素
は吊り下げバンドとして実施し、前記検知機構１１４はバンドの破損の検知または使用者
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からのバンドの離脱の検知のため、吊り下げバンドと装置間の結合点及び（または）吊り
下げバンド内（図示しない）に配置するよう設計することができる。このほか、前記付着
要素が例えば図４Ｃから図４Ｅまでに示すように、拘束ベルト、腕時計タイプベルト、ま
たはリングタイプベルトなどの巻きつけベルトとして実施される場合、前記検知機構１１
４は、バックル位置及び（または）使用者の皮膚に接触するベルトの表面に配置するよう
設計することができる。このため、前記検知機構の種類は、例えば乳児や高齢者など、異
なるタイプの使用者に合わせて調整することができる。
【００５３】
　前記検知機構の通知プロセスを図５に示す。前記検知機構は前記制御ユニットに接続さ
れ、前記制御ユニットが前記検知機構の結合状態と解放状態に応答できるようにする。図
５Ａに示すように、前記検知機構が解放されると、前記制御ユニットが作動されて前記受
信デバイスに解放状態の通知を送信し、同時に、前記検出デバイスはスリープモードなど
の低電力消費モードに入る。そして、前記受信デバイスは解放状態の通知を受信すると、
例えば、音声、画像、照明、振動等の解放通知を生成し、前記監視要員に前記検出デバイ
スが使用者から外れたことを通知する。このため、前記検出デバイスの脱落が正確に検出
され、当然誤警告を回避することができる。
【００５４】
　反対に、図５Ｂに示すように、前記検知機構を組み合わせたとき応答を生成することも
できる。例えば、前記検知機構の前記結合状態は、前記制御ユニットを作動させて結合状
態の通知を前記受信デバイスへ送信させることができ、結合状態の通知を受信した後、前
記受信デバイスは前記監視要員に知らせるための結合通知を発することができる。このた
め、前記結合通知が解放通知の後に生成された場合、前記監視要員は前記検出デバイスが
前記使用者自身または他者によってを問わず、再構成されたことに気づくことができる。
さらに、解放通知の後に結合通知がない場合、前記監視要員は前記検出デバイスの再構成
を助けるため人を送ることができる。ここで、前記検出デバイスの電力消費を同時に低下
させることができる前記解放状態の通知とは反対に、前記結合状態の通知は前記制御ユニ
ットを作動させて前記検出デバイスを通常の動作モードに戻すよう回復させることもでき
る。加えて、前記検知機構の結合状態は、測定の開始時に監視が自動的に開始されるよう
、前記制御ユニットを作動させて前記検出デバイスの動作を開始させることができる。
【００５５】
　従って、前記検知機構の警告プロセスは、前記解放通知を警告通知から区別することが
できさえすれば、あらゆる種類の要求に基づき変化させることができる。
【００５６】
　加えて、警告、解放及び結合通知のほか、前記非侵襲性生命兆候監視装置はまたその他
種類の通知を用いることもでき、例えば、電力状態、検出要素の接続状態、及び（または
）動作状態を通知する通知などで、監視要員により多くの情報を提供することができる。
且つ、通知方法も多様な色の照明を使用したり、照明の点滅を利用したり、音声及び（ま
たは）画像の変化を用いたりなど、異なる選択ができる。
【００５７】
　前記検出デバイスの説明に基づき、前記受信デバイスは対応する設計とすることができ
る。
【００５８】
　前記受信デバイス１０２は、使用者に関する生体情報と状態、及び前記検出デバイスの
状態を示す表示要素１０４と、監視要員の操作を促進する操作インターフェース１０６を
含む。ここで、特に、前記操作インターフェース１０６を介して前記監視要員は遠隔操作
で使用者に関する生体情報や、環境に関する情報、及び前記検出デバイスの状態など、前
記検出デバイスに必要な情報を送信するよう要求することができる。
【００５９】
　前記監視要員からの要求に対して前記検出デバイスから送信される情報の内容は異なる
選択が可能である。



(13) JP 2009-537288 A 2009.10.29

10

20

30

40

50

【００６０】
　１つの実施例において、前記検出デバイスは監視期間中の生体情報のサマリーのみを送
信するよう設計され、前記監視要員がより詳細な生体情報を必要とする場合、前記監視要
員は前記操作インターフェースを介して前記検出デバイスに詳細な生体情報を送信するよ
う要求することができる。このため、前記検出デバイスは前記要請メッセージを受信する
と、要求された情報を送信する。特に、本発明に基づき、通常の動作モードでは、前記検
出デバイスの一部の検出要素のみ動作するように設計し、元々動作しない検出要素は監視
要員が要求を発したときのみ起動されるように設計することもできる。例えば、前記検出
デバイスはマイクロフォンなどの音声検知素子（図１で１２２で示されるとおり）を含む
ことができ、要請メッセージが受信されたときのみ動作して、使用者または使用者の周囲
の環境の音が要求に応じて前記受信デバイスに送信されるようにすることができる。つま
り、前記監視要員は監視期間中ずっと音声を知る必要はないが、警告状況が発生した場合
、監視要員は前記音声検知素子を起動させ、例えば、乳児が泣いているか、または使用者
の呼吸音があるかなど、より多くの情報を収集することができる。
【００６１】
　別の実施例において、上述のように、節電のため、本発明に基づく前記検出デバイスは
生体信号が正常である状態においては定期的送信を行わないが、監視要員が即時に情報を
知る必要があるとき、監視要員は前記操作インターフェースを介して要請メッセージを前
記検出デバイスに送信することができ、前記検出デバイスは前記要請メッセージを受信す
ると即時に作動され、即時生体情報を送信する。このため、前記監視要員は節電状態下で
も即時の情報を得ることができる。
【００６２】
　さらに、前記操作インターフェースを介して監視要員は送信される情報の内容を指定す
ることもできる。例えば、前記検出デバイスがマイクロフォンなどの音声検出要素を含む
場合、送信される情報はマイクロフォンによって収集された音声を含み、或いは前記検出
デバイスが温度検知素子（図１では１２４で示されるとおり）を含む場合、監視要員は体
温や環境温度などの即時の温度情報を知ることができる。
【００６３】
　従って、本発明の設計に基づき、監視要員により要求される即時情報は制限されること
なく多様な種類とすることができる。
【００６４】
　図６のフローチャートに前記受信デバイスが能動的に情報の送信を要求するプロセスを
示す。図に示すように、まず監視要員が操作インターフェースを介して情報の内容を選択
する。そして前記検出デバイスは要請メッセージを受信すると、要求された生体信号を収
集し、それを受信デバイスに送信する。最後に、受信された生体情報が表示要素に表示さ
れる。
【００６５】
　監視要員が操作インターフェースを用いて検出デバイスに情報の送信を要求するのとは
逆に、図７に示すように、監視されている使用者も検出デバイスを介して受信デバイスを
持っている監視要員を呼び出すことができる。このとき、前記検出デバイスはさらにボタ
ン（図１で１３０で示されるとおり）を含むことができ、例えば使用者の気分がすぐれな
いときや危険があるときなどの必要時に、使用者はボタンを押して前記検出デバイスを作
動させ、救難メッセージを送信することができ、前記受信デバイスがその救難メッセージ
を受信すると、監視要員に通知するため救難通知が生成される。同時に、救難通知を生成
するほか、前記受信デバイスは救助要請メッセージを送信することで救急医療サービスシ
ステムに知らせ、待ち時間を短縮することもできる。この設計は特に一人暮らしの高齢者
に恩恵があり、自動警告プロセスに加え、高齢者がボタンを押すことで能動的に救難メッ
セージを送信することができ、安全性が向上される。
【００６６】
　図８Ａから８Ｃに本発明に基づく受信デバイスの可能な実施例を示す。受信デバイスは
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、例えば病院内で移動する看護師など、移動を必要とする可能性のある監視要員により使
用されるため、監視要員が受信デバイスのそばにいる必要がないよう、受信デバイスを携
帯型デバイスとして実施することがより望ましい。このため、図に示すように、前記受信
デバイスは、例えばハンドヘルド型デバイス（図８Ａ）、腕時計（図８Ｂ）、首に吊り下
げるデバイス（図８Ｃ）などのように、連びやすく、操作しやすいデバイスとして実施す
ることができる。さらに、操作を促進するため、ヘッドセットやタッチペンなとの補助ツ
ールを提供することもできる。
【００６７】
　このほか、高齢者コミュニティの保健介護センターや、育児監視センターなどで介護者
は１人以上の世話をする必要がある場合があるため、図９に示すように、受信デバイスは
複数の検出デバイスから同時に信号とメッセージを受信することができるように実施する
ことができる。このため、介護者は複数の患者を監覘するために複数の受信デバイスを持
ち連ぶ必要がない。且つ、さらに好ましくは、介護者がコンピュータのディスプレイを介
して監視を継続することができるよう、携帯型受信デバイスもコンピュータ接続可能に実
施することができる。
【００６８】
　また、携帯型としての実施のほか、前記受信デバイスはまた、例えば、ドングル付きの
パーソナルコンピュータ、ＰＤＡまたはデスクトップなど、処理デバイスを備えた無線通
話機として実施することもできる。この実施例により、応用範囲がより広がる。例えば、
前記通話機は当番の看護師が順番に監視を行うことができるよう、看護部にある直接監視
用のコンピュータ上にインストールすることができる。または、前記通話機は移動性と利
便性を高めるため、携帯型コンピュータ装置に結合することもできる。
【００６９】
　当然、本発明に基づき、図１０に示すように、１つの検出デバイスによって送信される
信号及びメッセージは複数の受信デバイスで受信することもできる。この実施例では、警
告通知が複数の受信デバイス上に表示されるため、患者に対してより完全かつ確実な看護
を提供する。
【００７０】
　好ましくは、長期間の監視を考慮し、前記受信デバイスはさらにメモリコンポーネント
を含むことができ、前記検出デバイスにより送信される情報を後の医師による観察のため
に保存することができる。このほか、前記検出デバイスもメモリコンポーネントを含むこ
とができ、例えばデータ送信前のバッファとすることができる。
【００７１】
　本発明の別の態様に基づき、図１１に示すように、非侵襲性生命兆候監視システム画提
供される。このシステムでは、上述の説明のとおり非侵襲性生命兆候監視装置のほか、管
理コンソールも含まれ、図１０に示すように、そのうち前記生命兆候監視装置は、例えば
有線または無線ネットワークを経由して、或いは直接接続を介して、管理コンソールが即
時に患者の生命兆候を監視することができるよう、管理コンソールに接続される。このと
き、前記管理コンソールは、同じ建物内の監視センター、遠隔地の監視センター、救急医
療サービスシステムとすることができるが、これらに限らない。このため、検出デバイス
からの信号とメッセージは受信デバイスにより受信され、そして前記受信デバイスが、必
要に応じて、通知のため監視システムに前記メッセージを送信する、或いはさらに好まし
くは、前記検出デバイスは同時に受信デバイスと監視システムに通知をすることもできる
。好ましくは、検出デバイスにＧＰＳを装備した場合、患者をより容易に見つけることが
できる。このほか、管理コンソールのそばにいる監視者が検出デバイスに即時生体情報を
送信するよう要求することもできる。このため、双方向の看護システムを完成することが
できる。
【００７２】
　ここで、受信デバイスがネットワークを介して管理コンソールと通信する場合、例えば
、前記受信デバイスが直接ネットワーク機能を有するか、或いは前記受信デバイスをコン
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ピュータに接続し、そのネットワーク機能を利用するようにすることができる。
【００７３】
　前述において、本発明は、生体信号を収集するため、容易な取り付けに有利である非侵
襲性検出要素を用いた非侵襲性生命兆候監視装置を提供する。さらに、軽量のデバイスは
付着要素を介し、使用者が負担を感じることなく、良好な移動性を有することができるよ
う、使用者に付着することができる。加えて、前記付着要素は、デバイスが外れてしまう
ことにより引き起こされる誤警告を回避することができるよう、検出デバイスが人体から
外れた場合それを検知し、通知を送信する検知機構を装備して設計される。また、警告の
ほか、前記受信デバイスは能動的に前記検出デバイスに情報を送信するよう操作インター
フェースを介して要求することができ、前記受信デバイスと前記検出デバイスは制限され
ることなく双方向の通信を行うことができる。加えて、前記受信デバイスが管理コンソー
ルに接続されているため、正確で即時かつ便利な非侵襲性生命兆候監視システムが達成さ
れる。
【００７４】
　上述の例及び開示は例示を意図しており、網羅を意図したものではない。これらの例及
び説明は、当技術分野における通常の技術の一つに対し多くの変化や代替を提案するもの
である。これら代替及び変化はすべて本発明の特許請求の範囲内に含まれるものとする。
当技術分野を熟知した人物が、ここで説明される特定の実施例の他の同等物に気付いた場
合、それら同等物も本発明の特許請求の範囲によって包含されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】　本発明に基づいた非侵襲性生命兆候監視装置の概略図である。

【図３】　本発明に基づいた非侵襲性生命兆候監視装置の警告プロセスを示すフローチャ
ートである。

【図６】　本発明に基づき、受信デバイスが能動的に情報の送信を要求するプロセスを示
すフローチャートである。
【図７】　本発明に基づいた救難プロセスを示すフローチャートである。

【図９】　検出デバイスと受信デバイス開の関係の一例を示す概略図である。
【図１０】　検出デバイスと受信デバイス間の関係の別の一例を示す概略図である。
【図１１】　本発明に基づいた非侵襲性生命兆候監視システムを示す概略図である。
【符号の説明】
【００７６】
１００　　非侵襲性生命兆候監視装置
１０２　　受信デバイス
１０４　　表示要素
１０６　　操作インターフェース
１０８　　検出デバイス
１１０　　付着要素
１１２　　制御ユニット
１１４　　検知機構
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１１６　　光学検出ユニット
１１８　　ピエゾ式検出素子
１２０　　生理用電極
１２２　　音声検知素子
１２４　　温度検知素子
１２６　　移動検知素子
１２８　　移動検知素子
１３０　　ボタン

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図２Ｆ】

【図３】 【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図４Ｅ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】



(19) JP 2009-537288 A 2009.10.29

【図６】 【図７】

【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図８Ｃ】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月13日(2009.5.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　非侵襲性生命兆候監視装置であって、付着要素を介して第一使用者に付着された検出
デバイスと、前記検出デバイスからの信号及びメッセージを無線受信するため、第二使用
者により保持される受信デバイスを含み、
　前記検出デバイスが、
　　第一使用者から生体信号を収集するための検出ユニットと、
　　前記付着要素上に取り付けられ、前記付着要素との接続関係に対応する結合状態及び
解放状態を備えた検知機構と、
　　検出デバイスの動作を制御するための制御ユニットを含み、そのうち、前記制御ユニ
ットは収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合しないとき警告メッセ
ージを発し、前記制御ユニットは前記検知機構が解放状態下にあるとき解放状態の通知を
発し、且つ前記検知機構の状態に基づき前記制御ユニットが前記検出デバイスを異なる動
作モードに入らせ、
　前記受信デバイスが、
　　前記警告メッセージを受信すると、前記受信デバイスが前記第二使用者に対し収集さ
れた生体信号とあらかじめ設定された生理条件間の不適合を示すための警告通知を送信し
、且つ、
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　　前記解放状態の通知を受信すると、前記受信デバイスが前記第二使用者に対し解放通
知を送信する、
ことを特徴とする、非侵襲性生命兆候監視装置
【請求項２】
　　前記付着要素が、巻き付けベルト、粘着パッチ、または吊り下げベルトとして実施さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項３】
　　好ましくは、前記生体信号が心拍信号及び（または）パルス信号であることを特徴と
する、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項４】
　　前記検出ユニットは発光素子及び受光素子を備えた光学検出ユニットであり、且つ前
記発光素子及び前記受光素子の数量は共に変更可能であり、そのうち前記光学検出ユニッ
トは、前記第一使用者の指、耳、または額に、挟着、包囲または粘着によって付着される
ことを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項５】
　　さらに、前記第一使用者から別の種類の生体信号を収集するため、前記第一使用者に
付着されたピエゾ式検出素子を含むことを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆
候監視装置。
【請求項６】
　　前記ピエゾ式検出素子が皮膚表面の振動及び（または）皮膚の伸縮によって生成され
る信号の検出に用いられ、且つ前記ピエゾ式検出素子は、粘着、包囲または束縛により前
記第一使用者の胸部または頚部に付着されることを特徴とする、請求項５に記載の非侵襲
性生命兆候監視装置。
【請求項７】
　　さらに、前記第一使用者から別の種類の生体信号を収集するため、前記第一使用者に
付着された非侵襲性生理用電極を含むことを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命
兆候監視装置。
【請求項８】
　　さらに移動検知素子を含むことを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監
視装置。
【請求項９】
　　前記移動検知素子は前記検出デバイス内部に配置され、且つ前記移動検知素子により
収集された信号がその他信号の判断基準として使用されることを特徴とする、請求項８に
記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１０】
　　さらに前記第一使用者による、または前記第一使用者周辺の環境による音声の出力を
前記第二使用者に提供するための音声検知素子を含むことを特徴とする、請求項１に記載
の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１１】
　　さらに体温情報及び（または）環境温度情報を提供するための温度検知素子を含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１２】
　　前記検知機構の前記結合状態が、前記制御ユニットを作動させて結合状態の通知を送
信させ、前記前記検知機構は前記付着要素と前記検出デバイスの間、及び（または）前記
付着要素と前記第一使用者の間に配置されることを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲
性生命兆候監視装置。
【請求項１３】
　　前記検出デバイスがさらに、前記第一使用者が救難メッセージを発するためのボタン
を含み、前記受信デバイスが、前記救難メッセージを受信した後に救難通知を送信し、か
つ同時に救急システムに救助要請メッセージを送信することを特徴とする、請求項１に記
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載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１４】
　　前記受信デバイスがさらに表示要素と操作インターフェースを含み、前記第二使用者
が前記操作インターフェースを用い、前記検出デバイスに前記第一使用者の特定の生体信
号を送信するよう要求する要請メッセージを送信することができることを特徴とする、請
求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１５】
　　前記受信デバイスにより送信される通知は、音声、照明、画像及び（または）振動と
して実施することを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１６】
　　前記検出デバイスにより送信される前記信号及びメッセージが、複数の受信デバイス
により受信されることを特徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１７】
　　前記受信デバイスが複数の検出デバイスから信号及びメッセージを受信することを特
徴とする、請求項１に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１８】
　　非侵襲性生命兆候監視装置であって、第一使用者から生体信号を収集するため、付着
要素を介して第一使用者に付着された検出デバイスと、第二使用者により保持される受信
デバイスを含み、
　前記検出デバイスが付着要素上に取り付けられ、前記付着要素との接続関係に対応する
結合状態及び解放状態を備えた検知機構を含み、そのうち、前記検知機構の状態に基づい
て前記検出デバイスが異なる動作モードに入るよう変化され、
　前記受信デバイスが、前記検出デバイスに特定の生体信号を送信するよう要求する要請
メッセージを送信するため、前記第二使用者に用いられる操作インターフェースを含むこ
とを特徴とする、非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項１９】
　　前記異なる動作モードが異なる電源供給状態を有することを特徴とする、請求項１８
に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項２０】
　　前記検知機構の前記解放状態が前記検出デバイスを作動させて解放状態の通知を送信
させ、そして前記受信デバイスが前記解放状態の通知を受信した後に解放通知を送信し、
且つ、前記検知機構の前記結合状態が前記検出デバイスを作動させて結合状態の通知を送
信させることを特徴とする、請求項１８に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項２１】
　　前記検出デバイスは、収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合し
ないとき警告メッセージを送信し、前記受信デバイスは前記警告メッセージを受信して、
警告通知を送信することを特徴とする、請求項１８に記載の非侵襲性生命兆候監視装置。
【請求項２２】
　　非侵襲性生体信号監視方法であって、
　ａ）付着要素及び受信デバイスを備えた検出デバイスを提供する、
　ｂ）結合状態及び解放状態を備え、前記検出デバイス上に設けられた検知機構を提供す
る、
　ｃ）前記付着要素により前記検出デバイスを使用者に付着する、
　ｄ）生体信号を収集する、
　ｅ）前記検知機構の状態を監視する、
　ｆ）前記検出デバイスが前記解放状態を検知すると、解放状態の通知を前記受信デバイ
スに送信する、
　ｇ）前記受信デバイスが前記解放状態の通知を受信すると、解放状態を示すため解放通
知を送信する、
　というステップを含むことを特徴とする、非侵襲性生体信号監視方法。
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【請求項２３】
　　前記検知機構が、前記付着要素と前記検出デバイス及び（または）前記付着要素と前
記使用者の間に配置されたことを特徴とする、請求項２２に記載の非侵襲性生体信号監視
方法。
【請求項２４】
　　さらに、
　ｈ）結合状態が検出されると、前記検出デバイスにより前記受信デバイスに結合状態の
通知を送信する、そして
　ｉ）前記結合状態の通知を受信した後、前記受信デバイスにより結合通知を送信する、
というステップを含むことを特徴とする、請求項２２に記載の非侵襲性生体信号監視方法
。
【請求項２５】
非侵襲性生命兆候監視システムであって、少なくとも１つの非侵襲性生命兆候監視装置と
、少なくとも１つの管理コンソールを含み、
　前記非侵襲性生命兆候監視装置が、付着要素を介して使用者に付着された検出デバイス
と、前記検出デバイスからの前記生体信号及びメッセージを無線受信するための受信デバ
イスを含み、
　　前記検出デバイスが第一使用者から生体信号を収集するための検出ユニットと、
　　前記付着要素上に取り付けられ、前記付着要素との接続関係に対応する結合状態及び
解放状態を備えた検知機構と、
　　前記検出デバイスの動作を制御するための制御ユニットを含み、そのうち、前記制御
ユニットは収集された生体信号があらかじめ設定された生理条件に適合しないとき警告メ
ッセージを発し、前記制御ユニットは前記検知機構が解放状態下にあるとき解放状態の通
知を発し、且つ前記検知機構の状態に基づいて前記制御ユニットが前記検出デバイスを異
なる動作モードに入らせ、
　前記受信デバイスが前記警告メッセージを受信すると、収集された信号とあらかじめ設
定された生理条件間の不適合を示す警告通知を前記管理コンソールに送信し、且つ、前記
受信デバイスが解放状態の通知を受信すると、検出デバイスの付着状況を示すため前記管
理コンソールに解放通知を送信することを特徴とする、非侵襲性生命兆候監視システム。
【請求項２６】
　前記生命兆候監視装置が、有線または無線ネットワークシステムであるネットワークシ
ステムを介して前記管理コンソールに接続されることを特徴とする、請求項２５に記載の
非侵襲性生命兆候監視システム。
【請求項２７】
　前記管理コンソールが、前記検出デバイスからの生体信号を要求するための要請メッセ
ージを送信することを特徴とする、請求項２５に記載の非侵襲性生命兆候
監視システム。
【請求項２８】
　前記要請メッセージが前記受信デバイスに、そして前記検出デバイスに送信され、且つ
前記検出デバイスは前記要請メッセージを受信した後、前記生体信号を返すことを特徴と
する、請求項２７に記載の非侵襲性生命兆候監視システム。
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【要約の続き】
じめ設定された生理条件間の不適合を示すための警告通知を送信し、かつ解放状態の通知を受信すると、前記受信デ
バイスが前記第二使用者に対し解放通知を送信する。
【選択図】図１
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